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(課税第一部・課税第二部）○調査パフォーマンスの向上策
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平成;冠0事::#務三琴.度!;の誘剛項目
識雛齢

孟毛…~‐q 町率

一

○継1事案に係る運営方針等を規定した指示文言を新たに発遣(H31.2)

・ 署別に、定室的な「管理件数の目安」を提示

・ 2統括官の事務負担軽減等を図るため、事案管理補助者を新たに指名

・ 4～6月の一定期間で集中的に管理・選定事務を実施等

○H30.7新設の「特別調査事案担当者」 (17署34名）に、継1調査を指示

○各種会議や署巡回時に、継1事案に関する課題・問題意識等を説明・指導

☆今事務年度の調査事績（1件当たりの所得・税額、菫加賦課割合）は、

直近2年間に比較して良好であるが、全国（特に都市局）に比べて低調

左の「指示文書」に墓づいた事務運営を推進【新規】

署別に提示した「管理件数の目安」に基づき事案管理し、的確に調査を実施

継1調査担当者として、特官も従事（年数件程度） 等

継1事案に係る調査体制を強化【拡充】

特別調査部門設置箸（13署）を－部見直し

「特別調査事案担当者」設置署を増設（17署34名-21署42名）

＞

継続1管理事案

に対する調査の充実
1

＞

個

○■■■■■■■■■■に対し､人的資源を再配分
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■
○増員署の調査（換算）人員の不足に対し、機動官による調査支援を実施

☆調査効率の回復5向上(限られた人的資源の効率的配分）

署の特性に応じた

メリハリをつけた＃

調査資源の投下

＞増員署・減員署について、調査事續等を蟇に、引き続き効果検証を実施【継続】

＞増員署について、機動官8名を通年で「調査支援担当者砿として運用【新規】
2人

国際化・富裕層

への取組

＞引き続き、上位富裕層特官(3署)に法人・資産系統職員を配置し総合特官的運用を実施【＃
○関連個人・法人をより一体的に捉えた管理・調査作画体制の構築に向け、

新たに、 卜付富裕層特官（6署）のうち3署に法人・資産系統職員存配置

☆国際化・富裕層への一層の取組

継2事案については、引き続き、＞

3
卜付富裕層特官の

総合特官的運用
課

>CRS情報を含む各種資料情報を効果的に活用し、調査選定事務を的確に実施【拡充】

1

○%毎月調査事績等の指標（レーダーチャート）を作成し、自署の立ち位置、
M &:: : : :

改善を要する事項｡対応策、他署の良好な取組事例等を名著に展開裳:;
E : : ： §鷲 ：

○各署に対し、 「事案進行検討会」の開催、質問応答記録書の確実な作成、

審理担当者の早期参画による 据示 ＆皇＝
○「マネジメントブツク (調杳把当統括官） 」を新たに作成(H31.4)し、

; : :: : : : ：

統括官等の調査マネジメントを支援 F j :§ : §§。
:

☆調査事務の充実を図るため、署統括官等の調査マネジメントの強化存携進
三三ｺ::ゴ ー ： : :
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○「スキルアップリーダー」 （再任用職員： 6署22名）による巡回指導等

・ ブロック別に取組テーマを設定し、取組内容の充実を図る

・ 若手職員への個別実地指導（同行指導、現況調査、質問応答記録書等）

・ 新任統括官への指導・助言（マネジメント、調査選定等）

☆若手職員の調査能力の向上等を図るため、人材育成への取組を推進

部
＞「スキルアップリーダー」をブロック署（6署22名）に配置【継続】

＞巡回指導等により、若手職員/、の個別実地指導、新任統括官への指導・助言等を推進【継続】
人材育成5

○先端分野に対する調査体制の充実

辿壼…も恥

1二門 】閃

■■壹珪シェアリングエコノミー等新分野に係る事案について､潤係部署と連携協調じ、
I

！経済社会の変化

への対応
鳶6

に墓に、 情技官等が実地調査を実施
尋"

活動に対する、調査;行政
困難度の高い事案等に対応【継続】寺卍酔

☆シェアリングエコノミー等新たな分野の経済活動に対する、

指導等による税務コンブライアンスの向上

我

一

凡例「平成30事務年度の取組状況と課題｣欄の｢○｣は30事務年度の取組状況を示し、「☆｣は課題を示す。 －3－
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(課税第一部・課税第二部）
○調査パフォーマンスの向上策
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署の特性に応じた

メリハリをつけた

調査資源の投下

■■ ＞調査優先度の高い聿案に集中して調査事務舅を投下できるよう、実調率や調査聿續に基づいた

’ ｜【拡充】

率が低調な署○調査事續が良好かつ実

☆調査効率の回復・向上

調
1
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○従来の著ごとに調査侵先度の高い事案を調査する方法から、エリア内で

調査優先度の高い宰案を調査する試行を甲府署・鰍沢署エリアで実施

○同エリアの調査事績は4指標とも前年同時期を大きく上回る良好な結果

☆外部接触事務舅を有効に活用していくためには試行の拡大が必要

甲府署鰍沢署については継続して試行を実施【継続】 蕊
単独部門制署が多く存在する都区内署で試行を拡大して実施【新規】

"(東京上野-浅草鳶新宿-四谷､江東西-江東東） 、澤驚息､
静

外部事務

エリアー体的運営

の実施

差
妄

2

産

特官部門

4～6月の選定事務臺を確保するとともに、

選定精度の向上に向けて、支援特官によるi支援特官による選

＞

○特官部門、統括官部門とも前年同時期と比べて要更正割合及び菫加賦課

割合は向上

○一方、特官部門は1件当たりの増差課税価格・追徴税額、統括官部門は

1件当たりの追徴税額が前年同時期を下回る結果

○なお、特官部門、統括官部門ともに4指標は他の都市3局と比べて低調

☆ 4指標の向上には､ ｜ ｜
☆特に1件当たりの増差課税価格や追徴税額を向上させるためには､■■

【拡充】

定支援を実施 【継続】

【新規】
:

課 ＝＃ ＞統括官部門調査選定の充実3

d [新綱！
＞ ’ 倍種資料情報を効果的に活用し､調査選定事務を的確に実施【拡充】
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雲ﾛ■■■■■■■■■■■特宮及び機動課が中心に調査を実施【継続】
＞筆頭特宮のマネジメントに対する意識付けを強化【拡充】

＞特官部門の調査支援を充実させるため、調査等支援特宮付を1名増員【拡充】
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一

○署幹部のマネジメントを強化するため、人事異動予告後の7月上旬及び

9月に副署長事務打合せ会を開催

○自署の立ち位置を把握できるよう、調査事績の還元に併せて著ごとの

レーダーチャートを還元

☆署幹部が自署の立ち位置を理解し調査事務運営を行っていくことが必要

調査

マネジメント

の強化

＞本事務年度の取組を引き続き実施【継続】5
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〉選定精度の更なる向上を目的として

■■■■■■■■■■■【新規】

〉 ■■■■に対して､事務年度当初にロ |を実施
【新規】■■■の充実2
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’ ＞新たに国際担当支援職員（国際SA)を配置し、主に調査経験の浅い職員の海外取引法人調

査に係る支援を実施【新規】

したことで、海外非違○国際官の

割合や海外増差所得が向上
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る｜
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への取組
3

また､国際官によ
I

＞

を更に充実【見直し】

＞ 【新規】

雷

i

－l

守率盟主泙需……

i…
､

■■が年々増加 ＝ ！ “
■■■■■■■■■■■の増加と、

Iに対する体制を整備する必要

■ B諦屯診診…霊弓手ざq需

鍵驚 ＞§ ’
咽
心
。

苧よＬ

ｆ
的
Ｉ
Ｆ
両
勾
励
邑
呵
用
１
甲
凸
ｉ
酒
・
僧
侶
Ｊ
Ｅ
■
ｇ
Ｅ
浄
畠

立
口、 ﾛ■■■ 【見直し】

■■への取組 茸喀■＝

I

Iまた、>費
1

1

1
【見直し】

－

一 － 四W ■…
■幣中蔀番諦茸さ r卒 寵 rE ﾛ ﾛ誇 画唖寺 芋 諾･

〉
｜

’
○
☆■■

〉 ｜
■■■【見直し】■■■

門

…
Ｆ
〆
６
？
』

側 ニ JH h " : 二 :‘ :2 i :

○ 伝承担当職員§ (SA)を、局法人課税課(3名）及びブロリク幹事署
:

（9署10名）に配置し、調査経験の浅い職員に対する同行指導等を実施

☆調査経験の浅い職員が増加傾向にあるため、同行指導を行う伝承担当

職員(SA)が不足
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個人課税部門における

調査事務の取組状況
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○調査全体（特別調査・一般調査）

蕊#取組方針i， Z:

確定申告事務等の内部事務の効率化等により、人事異動期前後や確定申告期前後の調査事務量を最大限確保。
局から毎月提供する調査事績等を踏まえ、事案進行検討会の開催、審理担当の早期参画などを徹底し、確実に重加算税を賦課。

’ 分析。評価

〔増差所得・増差税額〕

○ 1件当たりの増差所得（13,320千円）及び1件当たりの増差
税額（1,829千円）は、 ともに直近2年に比べ良好。
また、増差所得の「中央値」 （6,094千円） も、直近2年に比
べ良好であり、調査事績全体の底上げが図られている。
＞今後の見込みの指標として、 3月末現在の概況連絡せん等
の提出件数（503件）は、昨年同時期（410件）に比べ良好
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○都県別に見ると、 1件当たりの増差所得・税額に偏りが見ら
れる（東京。神奈川は高額、千葉・山梨は低額)。
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会議や署巡回により、
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30事務年度 '二=…=-------…｜全国 東京

一1件当たり増差税額 “域J…重加割合

悔図られたこと､阿仁 こ
28事務年度 29事務年度

－1件当たり増差所得 ※グラフは各年3月末現在

今後の方向性

〔管理・選定及び調査マネジメントの強化〕

＞的確な管理。選定事務を実施するため、 2統括が担当者（事案管理補助者）を指名し、 2統括以外の者（他統括官、上席等）も管理。選定事務に従事。 【新規】
＞スキルアップリーダー・局実専官の署巡回による選定事務のフオローアップ。 【新規】

＞局提供の「マネジメントブック （調査担当統括官)｣ (H31.4新規作成）に基づき、統括官等の調査マネジメントを支援。 【新規】

〔客観的なエビデンスに基づく事務運営の推進〕

〉署別の地域性や過去の調査事績等を多角的に検証･分析し､更なる調査の重点化’ ｜を検討｡ 【新規】
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○継続1管理事案（特別調査・一般調査）

':’ 1月 計 ◆ 0
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管理事案について、適切な洗い替えを実施し、管理すべき事案を確実に抽出。

管理対象とした事案については、継続的な資料情報の収集・蓄積を実施するなど納税者管理を強化し、調査優先度の高い事案を選定。

■ i画

〔増差所得・増差税額〕
○ 1件当たりの増差所得（19, 150千円）及び増差税額
(3,409千円）は、ともに直近2年に比べ良好。

また、増差所得の「中央値」も、直近2年に比べ高額。
(9,344千円）となっており、調査事績全体の底上げが図られて
いる ◎

＞良好な主要因は、今期
り、増差所得を押し上げ

(参考1 ■■■■■■■ (参考2）

お

■■■■■■■■■

〔重加賦課割合〕

※グラフ及び計表は各年3月末現在

処理済件数

3月分

1件当たり

増差所得

H30.3

件

363

件
９１

千円

9,331

H31．3 420 26 13,975

処理済件数

｢言扉〒

1件当たり

増差所得

H30.3

件

89

件
６

千円

28,505

H31．3 130 7 35,576

※事務年度当初から、署長会議をはじめとする各種会議や



〔参考〕

○ 「継続1管理事案」に対する今後の取組方針
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事案の洗い替えが案の洗い晉えか

・悪質な納税者に対する■■■
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１対応策
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継続1管理事案に係る運営方針等を規定した指示文書を新たに発遣(H31.2)

署別に､管理件数の目安を新たに提示 f F特官が継続1管理事案の調査に従事（年数件程度）

管理担当者（事案管理を補助する者）を新たに指名 1 i >署での着手が困難な事案は､ 「要支援事案｣として管理し､機動官
4月～6月の一定期間で集中的に管理･選定事務を実施 i : 等による調査支援を検討
(二例えば5日間程度2部門全員で管理･選定事務を行うなど） ； ； ＞4月から6月までにおける事案選定時に､年間着手予定時期を設

! i 定するなど､的確な進行管理を促進
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妄
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、 1
局から示した管理件数の目安等に墓づき適切な洗い替えを実施し､管理すべき事案を確実に抽出

管理対象とした事案については､継続的な資料情報の収集･蓄積を実施するなど､納税者管理を強化し､適時適切に調査を実施

署の規模や継続1管理事案の状況などを踏まえ､特別調査部門（広域対象署を含む｡）及び特別調査事案担当者設置署を見直し
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担当統括官の



○継続2管理事案（特別調査・一般調査）

議取組方針
局が示した目安に基づき調査件数を計画するとともに、的確に進行管理を実施。

納税者の質的区分に応じて、効果的・効率的に接触を図る。■

| 分析"評価
（％）

5

（参考) H30. 6 (継続2管理事案）
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（千円）

20.000 〔増差所得・増差税額〕

○ 1件当たりの増差所得(17,207千円）は、直近2年に比べ良好。

＞ 1件当たりの増差所得が良好な主要因は、 1億円超の大型事案

の増加（35件→48件）により増差所得を押し上げているものと思
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が良好｡｜ ｜の増差が
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〔重加賦課割合〕

○重加賦課割合（11％）は、直近2年に比べて微増（横ばい)。

＞賦課割合を改善するため､

葛蕊

鳶
単

牌町訓司回喝印

■■”ダロ

5，000
※グラフは各年3月末現在兜

、

3,61 1千円

子円

28事務年度 29事務年度 30事務年度 i__全国__｡__" ..｡3
－1件当たり増差所得 r--．1件当たり増差税額……菫加割合

今後の方向性

〔的確な調査及び管理・選定〕

＞局が示した目安に基づき調査件数を計画するとともに、的確に進行管理を実施。 【継続】

＞管理事務については､継続的に’管理事務については、継続的に

行い、効果的・効率的に接触を図い、効果的・効率的に接触を図

による濃淡を付けた管理を

る。 【継続】

新たなCRS情報を含む各種資料情報を効果的に活用し、調査選定事務を的確に実施。 【拡充】＞

》
妬
俸

７〃
：

…露，

騨騨蕊

…

剛.ゞ 趣靹･;蕊

§

……

…蕊議鍵

§灘鱗
…



○署の特性及び調査の効果面に重きを置いた人員配置

／ 、

＞ ｜具体的な取組内容｜ ・ に対し、資源の再配分を行い、調査パフォーマンスの向上を図る。

’＝

増員署の調査人員（換算人員）が不足している署があったことから、署機動官による調査支援（調査支援件数： 85

件）を実施(H30. 10～)。
ノ陸

(千円) ,---････-----････--i !--------･----･･-

’ 139億円 ’ ’ 147億円 ’
1-一一一一一一一一一一一一l L==一画一=画一一一一一=『

12，561千円 12．523千円

1 $‐------------1 （％）

|_迦億巴__i l_491_億日__120
l B

I 201億円 ’ ’ 248億円 I
L-画一ローーーーーロ一一一I L－－ローーーーーー=一‘＝-1
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〔年間計画件数〕

○増員署における年間計画件数（3,598件）は、前年（3,357件）に

比べ241件増加。
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〔処理件数・増差所得〕

○増員署における調査処理件数（3, 132件）は、前年（2,960件）に

比べ172件増加。軍
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○増員署における増差所得の総額（395億円）は、前年（340億円）

に比べ55億円増加。

＞増員署について、機動官よる調査支援（再配分）を実施（10月

以降、延べ33名85件） した結果、 3月末で68件処理。

機動官による調査支援の状況は、 1件当たり増差所得16，066千

円、重加賦課割合19． 1％と調査事績は良好

※グラフは各年3月末現在
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H29 H30

（4,903件） ‐→（4.581件）

‘繕翻雫藤噸繍‘重加賦課割合

周"蝋1-‘蝋”
H29 H30

(2, 144件）→（2,215件）

－1件当たり

増差所得(30事務）

…1件当たり

増差所得（29事務）

今後の方向性

増員署。減員署については、来事務年度、引き続き効果検証を実施。 【継続】

増員署について、署機動官（48署48名）の内8名を通年で「調査支援担当者」として運用。 【新規】
妄
妄
妄 【新規】
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○国際化事案（特別・一般）

、 bやP写

分析1d評価
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（国際化事案）
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今後の方向性

〔資料情報の有効活用〕

｜
’
妄
妄

取組方針鱗

・ 前事務年度に引き続き、調査必要度の高い国際課税事案について、積極的に選定。調査を実施。
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調査全体1件当たり

非違件数

非違割合

10,025千円
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64.4％

■
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9,701千円
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毎外増差所得計

H29．3

8,341百万円

H30．3

13.905百万円

H31．3
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計
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○消費税の適正課税の確保

取組方針
旬?

を積極的に実施。

~函
消費税固有の非違に着目した選定・調査の実施。

量八 岾辛凸

I

I
分析･評価

（千円）

1 ．200
〔消費税の調査事績’ ｜〕
〔消費税の調査における固有の非違割合〕
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※グラフ及び計表は各年3月末現在

今後の方向性 菫で‘ 得
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団
りこ対する調査〕

〔軽減税率導入に伴う調査事務運営〕

○消費税軽減税率制度導入後の調査事務運営について、庁からの指示等を踏まえ検討。 【新規】
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○事業所得者等を中心とした高額無申告事案
、1＝う

取組方針

’
を実施。
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分析b評価

〔調査件数・増差所得・増差税額〕（千円）
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中央値も高額であり、全体として、高額な無申告事案の

選定・調査が実施出来ているものと評価
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〔重加賦課割合〕

○重加賦課割合（12.9％）は、直近2年に比べ良好。
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資産課税部門における

調査事務の取組状況
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○相続税実地調査事績く署計＞
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○相続税実地調査事績く統括官＞
, .

｣＃ﾙ取組方針
調査パフオーマンス向上（4つの指標①要更正割合、②重加賦課割合、③1件当たり増差課税価格、④追徴税額の向上）のため、次の取組を実施。

・ 調査通知前の準備調査の念査の徹底 一

１

ロロロ藍ロロロ配

f:分析鍬評価

。 要更正割合（865％：前年79.5％） 、 1件当たり増差課税価格（27,613

千円：前年：25,995千円） 、重加賦課割合（13.6％：前年9.2％）は前年よ

り良好だが、 1件当たり追徴税額（4,730千円：前年5,002千円）は前年を

下回った。

＞ 「取組方針」に記載の4つの項目を徹底した効果と思料。
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今後の方向性

本事務年度の取組について継続して実施するとともに､｜ ｜調査を実施。
【拡充】

また、事案差し替え時に安易に低階級事案を選択することで1件当たりの追徴税額は低下することから、署の調査事案の差し替え等も把握する

など局のグリップを強化。 【新規】
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○相続税実地調査事續く特官＞

蕊 取組方針

高階級事案’ ｜について、積極的に調査を行うとともに、調査パフオーマンスの向上（4つの指標①要更正割合、
②重加賦課割合、③1件当たり増差課税価格、④1件当たり追徴税額の向上）を図る°

& ﾐ分析・評価

・ 要更正割合（83.7％：前年78.8％）及び重加賦課割合（8.0％：前年

62％）は前年より良好。

・ 1件当たり増差課税価格（20,221千円：前年： 22,714千円）及び1件

当たり追徴税額（6,510千円：前年7,947千円）は前年を下回った。

＞他の都市局との比較した結果､ ’
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鰯. .‘要更正宮11合 “‐ま.‐重加賦課割合 ※グラフ及び計表は各年3月末現在

今後の方向性

引き続き、筆頭特官のマネジメントの下､’ －
1件当たり増差課税価格。追徴税額向上の観点から､

■を積極的に調査。
【新規】

1継続I

Ⅱ
日

項目

事務年度

28事務

29事務

30事務

前年対比

年間

計画

件数

（件）

906

1．179

1．122

▲57

着手

件数

（件）

715

941

874

▲67

＝

着手

割合

（％）

78．9

79．8

77．9

▲1．9

完了

件数

(件）

599

772

736

▲36

完了

割合

(％）

66．1

65．5

65．6

0．1

要更正
１室口 合

(％）

79．1

78．8

83．7

4．9

1件当たり

増差課税

価額

‘(千円）

20．100

22714

20．221

▲2，492

1件当たり
追徴税額

(千円）

6．652

7，947

6．510

▲1，437

重加

賦課
割合

（％）

5．5

6.2

8．0

1.8



○国際化への取組《海外資産関連事案（相続税）の調査事績》

取組方針匡塗’
海外資産関連事案への積極的な取組及び調査パフオーマンス（特に要更正割合､重加賦課割合）向上のため、次の取組を実施。

、 分折il§§評価
完了件数（408件：前年348件)、要更正割合（82.8％：前年76．4％）

及び重加賦課割合一(9.8％：前年60％）は前年より良好。

しかしながら、過去2年と比較し、 1件当たりの海外資産に係る増差

課税価格（3,094千円：前年7，545千円）が大幅に低下。
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※グラフ及び計表は各年3月末現在凸

今後の方向魅＃I
国際官に対し、海外非違に着目した事案選定の徹底及び追加支援要請を見込んだ柔軟な事務計画を指示。 【新規】

事務運営指針に調査着手後でも新たに国際支援要請が可能である旨、規定を追加。 【新規】 ．

【新規】

署職員に対する各種研修に海外資産関連事案の調査に関する項目を追加し、意識の醸成を図る。 【新規】
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○無申告への取組《相続税無申告事案の調査事績》

灘 取組方針 §

無申告事案の調査パフォーマンス向上のため、次の取組を実施。

・ 照会文書の送付、回答確認を徹底

・ 統括官等による準備調査内容の念査を徹底

’

nJII姦界箒価
要更正割合（909％：前年72.2％） 、 1件当たり増差課税価格

（91,076千円：前年： 72,725千円） 、 1件当たり追徴税額（9,087千円：

前年8,076千円） 、重加賦課割合（20.5％：前年122％） _いずれも前年よ

り良好。

本事務年度上期に調査し非課税処理となった事案（25件）を分析した

ところ､｜
雪案が多数。なお、分析結果を署に還元。
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※グラフ及び計表は各年3月末現在

今後の方向函■
・ 本事務年度の取組を継続するとともに､要更正割合の一層の向上のため､｜
・ ’

【継続】

【新規】

【新規】
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鷹
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前年対比
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法人課税部門における

調査事務の取組状況
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四
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○平成30事務年度の調査事務等の取組状況

取組
■■l■■

万針

的確な納税者管理に基づき、大口・悪質重点の調査を基本としつつ､｜ ｜限られた
人的資源等をバランスよく配分するとともに、調査必要度が高い法人の的確な選定、事案に応じた適切な調査体制の編成、進行管理の徹底によって、効
果的・効率的な調査事務運営に努める。

|:;『粉溌評価■引分 価｣

分 Ｔ
壽
兄実地調査の状況（同時調査・各年3月末現在） 人
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○重点管理対象法人の的確な管理・調査
、 i ":

葱稚取組方針
《
齢
哩

唖
撃
酬

睡
叩
諦

辞
熱

’象法人は､’

大口・悪質な不正計算が想定される法人など特に調査必要度が高い法人については、署の地域性や管内事情を踏まえ、調査選定、申告審理、個別管理

箪鰯鯉辮難皐講幽に膳震""綜鱸駕篁…このため､「 計画的。継続的な資料情報の収集・蓄積に努める。
当たっては、優先的に事務量を確保し ノ

つ トー 、配""鍵分析ﾘﾙ評

1 重点管理対象法人の的確な管理

管理法人数は21，807件と年々減少しており、重点管理対象法
人の純化が図られている。

2重点管理対象法人の的確な調査

実地調査の状況（重点管理対象法人合計・各年3月末現在）
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○消費税の適正課税の確保

|鱗i取組方針
消費税の不正還付等を未然に防止するため、還付保留した上で、 「消費税還付保留解除チェック表」を活用して、還付申告の態様及び還付税額の階層

に購繍譽驍曇簾鯖W琿南6鱸盟立ゐ－
｜なお、消費税調

るなどして、効果的かつ効率的な調査を実施する。

叉|噴、プも－

なお、 〉 や､’査に当たっては |を活用す

分析9評価

1 消費税還付審査の充実
還付申告件数は年々増加傾向にあるとともに、税率引上げに伴い、
還付審査事務量の更なる増加が見込まれる。
2消費税調査の充実

実地調査等の状況（同時重点計・各年3月末現在）
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180
｢非違1件当たり追徴本税額」及び「非違1件当たり重加対象税

鴎
30事務年度

猟 額」の「額」並びに「中央値Iいずれも5年平均を上回っており、

｜消費税の調査事蕊灘
績全体の底上げが図られている。

しかしながら、 「固有非違割合」については、前年より下回って
おり、職員の知識と意識の向上を図ることが必要。
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も

○国際化への対応

|蕊取組方針
海外取引法人については、申告書、法人事業概況説明書のほか、情報誌、インターネット等の各種資料情報に基づき、実態把握に努めるとともに、把
握した海外取引に関する情報については、 KSKシステムへの入力を確実に行う。

海外取引法人の調査に当たっては、国際課税固有非違のほか、海外取引がある重点管理対象法人などの海外不正が想定される事案や非居住者等に対し
支払いのある事案等に積極的に取り組む。

このため、各種資料情報や国際的調査手段を積極的に活用するほか、TP・TH等の国際課税固有非違が想定される専門性の高い事案に対しては、調
査支援等によって、国際官等の調査ノウハウを積極的に活用して、深度ある調査を実施する。

: : ．

≦ "分析・評価

調査 調査海外取引法人に対する調査の状況（同時重点計。各年3月末現在） 分
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4＝海外に係る1件
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5 年 平 均5 5，640 3，615 64． 1 74．9 18．4 7，734 3，018 1，873

，"‘ ,1m.‘， ￥2‘ ＋2‘ ，"， ，10撒臓
％ ％ポイント ポイント ポイント ％

瀧5鼈狩‘ 爵,0;||剛
ポイント
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5年平均対比

（3－5又は3/5）
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＋2．3

％
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７
１

１
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105.2

4.000 19.0-海外に係る

更修正割合

18．0

（注） 増差所得の中央値は、

17.0灘躍蝶謹
に算出している。

|6.0 括弧書きの金額は、

1件当たり増差所得金

額を示している。
15．0

3. 000

てし騨泉系る軍修正割合|が208%と前年及び5年平均詳苫陸
よって、 「海外に係る1件当たり増差所得金額」や「1件当たり追
徴本税額（3税)」も前年及び5年平均を上回っており、おおむね
順調に推移している。
更なる海外取引法人全体の調査事續の底上げを図るため、国際
セクションの同行支援に代わる関与が必要。

2.000

| ､000

0

28事務年度 29事務年度 30事務年度

I今後の方向性

調査経験の浅い職員に対する海外取引法人の調査支援及び人材育成のため、来事務年度から3署に国際SAを配置し、海外取引法人に対する調査能
力の底上げを図る。 【新規】

署の一般部門の相談等に対応するため、署国際官に理論支援日数を付与する。 【新規】



○稼働無申告法人への対応

取組方針

稼働無申告法人は、申告納税制度の下、申告義務を履行しておらず、国民の公平感を著しく損なうものであることから、適切に事務量を見積もり、計
画的な実態把握。調査に取り組む。

徴収部門など他部課（部門）との連携及び地方税当局との連絡・協調によって、資料情報を収集・蓄積するなどして、効率的な事業実態の把握に努め
るとともに、把握した実態については、 KSKシステムの業態コードを確実に入力し、管理の充実を図る。
調査に当たっては、法人税のみならず消費税や源泉所得税の観点からも積極的に調査対象に選定し、課税関係が生じる可能性が高いものから優先的に調査
を実施するなど、調査必要度が高い法人に対して、計画的かつ重点的に取り組む。

, .;ﾃﾞ::r､:.旨~..一.. ~一 ~ .~ .~…..… . . . .. ..… .. …. ..…...

' :§ 分析・評価

1 無申告法人の的確な管理

無申告法人の内容を解明｜
｜ ｜した割合は､ 826％と前年及び5年平均を大きく
上回っている。

2稼働無申告法人に対する調査の充実

無申告法人の管理・実地調査の状況（同時調査。各年3月末現在）
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一業態コード

4.0394,031

調査事績については、 「法人税・消費税不正発見割合｣、 「1件
当たり増差所得・不正所得」及び「1件当たり追徴本税額（3
税)」が、前年及び5年平均を大きく上回るだけでなく、中央値
でも同様に上回っており良好な事績。稼働無申告法人に対して
資料情報を効果的に活用して、充実した調査が行われている。

3.000
＃ (注） 増差所｛瓢中央値

は、不正を含めた全

体の増差所得を基に
算出している。

70.0ロ
I－－－－－．－．画』

28事務年度 29事務年度 30事

今後の方向性

目務年度

項目

28

29

30

1

２

３

調査

計画

件数

①件

943

968

1 ．010

着手

件数

②件

９
０
１
７
９
９

1．002

処理

件数

③件

岫
一
柳

510

分 析
エ
テ

幸
一
恥

着

97.5

100.2

2

処理

割合

⑤％

50.8

50.6

5

1 件

当jニリ

調査

日数

⑥日

9.2

9．9

10．0

消費税

不正

発見

割合

⑦％

８
５

２
５
２
２

3α4

法 人 税

不
発
正
見

合
一
％

割
一
⑧

28．8

31．0

曹 Ue画

１
当

9， 833

11，027

16，459

1 件

当たり

不正所得

金 額

⑩千円

5，357

7, 148

10,325

源 艮

所凋税

非違

割合

⑪％

坪
一
恥

38-2

件

当たり

追 徴

本税額

（3税）

⑫千円

4．031

4.039

6，041

W2雷,錨|‘
％

104.3

％

103.3

％

104． 1

j

ム

ボ
ー
Ａ

ト
ハ
Ｕ

ン
・
ｒ
ｌ

クト

1

日

＋0． 1

ポイ

＋4

ポイント

q貝
マリ■“

％

149.3

％

144.4 ＋0．4

６
６
９
」９４１

幸〃ら二1

錘

鱗
灘

5年平均|‘
5年平均対比，、

O
【3－5又は3／5〉

1 ．014

％

99．6

906

％

110．6

465

％

109．7

89.3

ポイント

＋9．9

45.9

日

0－3

9.7 19．8

ポイント

＋10．6

23．3

ポイント

＋11．2

，5Ⅷ｜ ‘’"，
６
０
９
。２７１

％

蕊182． 1

39．0

ボイント

ム 0．8

3．844

鍔％

157.2



平成30年12月19日

局長説明資料

法人課税課

調査件数のシミュレーション（3年後）について
Ｌ

1 問題意識

2 シミュレーション方法

3 シミュレー三ヱヨン結果（別添「調査件数(3年後シミュレーション)｣）
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徴収パフォ一マンスの向上
： と蕊……ざ季．婚…

沖

臨場により現況確認を行い､滞納者個々の実情を十分把握した上で､処
理方針を決定:滞舗謹選灘蕊な

蕊 露

…
持続的かつ着実な滞納の整理促進

課謹題
長期滞納の構成割合の増加への対応

譲灘蕊

…豊……鴬｣iI ｣.uf'IL ･｣'"l ･ gg.蟻鱗蕊識熱雫騨辮諦繊繍鶴灘蕊蕊鍵蕊蕊』 :‘灘蕊 ,"".W.…冠蠅""#： ．-半. . ､%零ﾂｰ蕊蕊驚蕊

所掌事案全体の進捗状況管理（着手しなくていい事案はない） 職
､ . ．＃．露蕊._ ．ｰ ･日 ・ﾑ 1W－ ， ……:ー ‐” _． … ”…電 .壷 ..識

事案の継続管理(皐年度で処理が終わらない)蕊蕊蕊Z二蕊

…
徴収事務の特性を踏まえた総体的進行管理を実施

①滞納事案全件の進捗状況管理＝処理プロセス指標による管理

②滞納整理状況等の継続管理＝PDCAサイクルによる管理
#織嫌鰯謹鵜蕊蕊
：

讃

識纈

舐滞納の未然防止

2新規発生事案の早期着手.展開
【処理プロセス指標】 1か月以内の接触･3か月以内の展開

3消費税事案の整理促進

4長期事案の整理展開

【処理プロセス指標】滞納整理の流れに沿ったステップ管理

5適正な猶予処理及び確実な履行監視

6悪質事案及び処理困難事案の整理展開

蕊

h

望

…鐸塚壁縄 部､ L主｡…

－53－



○長期事案の整理展開状況（各事務年度4月末現在）
ー~“ー咽
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ロステツプ1 ロステツブ2ロステツプ3国ステップ4口完結･停止

期首

平取

30

事務

4月

328件 10.148件 12,920件 17.017件 6,945件

’ 灘蕊蕊蟻蕊議識 蕊腫識蕊蕊溌雛
錘

慧議
篭唾

期首

5

平成

29

事務

4月末

1 .076件

)書は期首とのポイント差、 ［

1 1 .252件

]害は前月とのポイント差を示す。

13.482件 6.619件16.681件

(注)実質展開率の( )書は期首とのボｲﾝﾄ差､[ ］害は前月とのボｲﾝﾄ差を示す。

(分析・評価）

ステップ1 1 は期首から4｣ポイント減少し07%､実質展開率(ステップ4
及び完結・停止等）は期首から13.9ポイント増加し、着実にステップアツプ

着実な事案展開について前事務年度から継続的に取り組んだ結果、実質展開率は50．6％とな

り、前年より3．2ポイント増加

○長期事案の整理状況（各事務年度4月末現在）
（単位:人、％､ポイント）

整理割合 ｜ 期末残高期末残高
整理済滞納

停止
事務年度 整理対象合計

処理
ユ
副
今
ロ

(95.6） (96.9） (106.2） （100.4）

2，238 5,504

[+0.8］ (95.0）
人員30

45,842 3,266 12．0 40,338

[+0.8］
人員29

47,945 3,372 2，108 5,480 11．4 42，465
)害は前年対比、 ［（注） （ ）害は前年対比、 ［ ］書は前月とのポイント差を示す。

(分析・評価）

処理・停止の合計は5，504人、前年対比は100．4%

整理割合は前年から0.6ポイント増加と順調に推移し、これまでのステップアップの結果が
整理状況に表れているものと評価

○長期事案の整理展開の取組方針（令和元事務年度）

長期事案の整理展開に当たっては、処理方針を見極めた上で、一件一件着実に展開を図ること

に重点を置いて取り組むとともに、最終処理を見据えた処理プロセスを指標とし、中期的視野に
立ち、完結・停止に向け計画的な整理展開を図る

【具体的な取組例】

①ステップ1の事案について、臨場による適任者との接触を基本とした着実な整理展開

②ステップ2又はステップ3の事案について、長期化要因を把握した上で一件一件着実に

展開を図り、ステップ4に向け処理方針に沿った早期処理

③ステップ4の事案について、猶予事案の確実な履行監視、充足差押え事案の早期換価及

び停止相当事案の計画的処理等による完結・停止に向けた人員整理

なお、停止相当事案については、停止処理見込期間別に所在調査等の進捗状況の管理を
的確に実施

④長期事案の整理展開状況及び準長期事案の件数を見据えた集中整理等の施策の実施
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2税務行政の将来像の実現に向けた取組
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｢税務行政の将来像」の実現に向けた取組
■需舜▲ に iE b■b 玲中許牢牛凹 配蓉 E■ 之--‘

〔概要〕

○税務行政を取り巻く経済・社会の環境が大きく変化する中、引き続き、職場環境の整備・改善を図りつつ、適正・公平な課税・徴収

を実現するには、更なる内部事務の効率化によって、職員の事務負担を軽減するとともに、外部（調査‘徴収）事務室を適切に確保し、

的確な調査・徴収を実施することを通じて、国税庁全体の組織の力を維持・向上させる必要がある｡

○そのため､ 「税務行政の将来像｣の実現に向けた三位一体の取組として､ ｢内部事務のセンター化の試行等｣､ ｢データ活用･国税情報

システムの高度化」及び「添付書類も含めたe-1Bxの普及に向けた取組」を国税庁全体で実施する。

亜醇…日『…ﾆ軍弓

鵜
H……壼希喝吋汗

蝋
騨蕊驚蕊鱸…

１
１

１
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f税務行政剛薯来像J職平成29年浴月国税庁公表職の実現睡尚職芯
＆延壺…可…蠅迂蝿 ■ ■坤認評…擢哩沖………可……哩頁蔀

……9 吋錘曇

〆 、

、

内部事務のセンター化の試行等

＞内部事務処理センター

＞課税部コールセンター

データ活用・国税情報システムの高度化

＞データ活用による事務の高度化

＞データ分析による効果的・効果的な事務運営

＞情報システムの高度化に向けたインフラ整備 ’
添付書類も含めたe-Taxの普及

＞添付書類も含めたe－~｢ax利用や

自宅等からのe-Tax利用等の勧奨



中長期的課題に関する検討体制（令和元事務年度） 【案】

蕊識
【責任者】

【事務局】

【構成員】

【開催時期】

鴬
｡､寵…… 的 ⑥中母四F 為 融究J和 ■J ､軒咄騨b、 巾睡

蕊魏無驫蝋職毒謹睡蓮琴 蕊蕊灘
群

各片■咄 甥 …一日ﾖ蝉轡副一

局長

総務課

…

総務部長、 ’|胄報システム監理官、課税第一部長、課税第二部長、徴収部長、調査第一部長、査察部長、総務部次長（定例部長会に準ずる）

不定期（定例部長会に準ずる）

碑●■

』 §灘諏鴻服 護
酌＝

撫専制叡識V繍静 鉛

鱈 毒

【責任者】総

【事務局】企i

【構成員】情j

【準構成員】東

【開催時期】年

総務部長

企画課、事務管理第一課、課税総括課

!|胄報システム監理官、総務部次長課税第一部(筆頭)次長
東京派遣監督評価官室長

年4回程度（庁主催会議前に必要に応じて開催）

■4■

課税第二部次長徴収部(筆頭)次長.中長期的課題検討部会構成員

ｌ
ｍ
ｍ
ｌ

騒
驚
幾
蔦
蕊

鴬 ﾖ､吋識蕊竜一澱f.域鍔露号…
心FP齢 ……舜七幸ニニ時七 己E ■■ ､私

鱒濤期醜課題検討部芸報種灘海篭蛎餓競涛汐活嚇;総熱笥X】…:蕊競識溌報驫蕊翠毒濯謬蕊熱蕊無 灘鍵灘灘議琴識呼鋸塞珸需ご…

【責任者】企画課長、事務管理第一課長、課税総括課長

【事務局】企画課、事務管理第一課、課税総括課

【構成員】総務課長、国税広報広聴室長、税理士監理宮、人事第一課長、人事第二課長、会計課長、営繕監理官、企画課長、事務管理第一課長、

課税総括課長、個人課税課長、資産課税課長、課一料三課長、法人課税課長、消費税課長、酒税課長、管理運営課長、徴収課長、

調査管理課長、広域情報管理課長、調査開発課長、査察管理課長、企画調整官

【開催時期】中長期的課題検討PT前に必要に応じて開催

I ’
…
…識瀞慧箪蕊舗獺議議 I 蕊蕊蕊蕊蕊蕊鰯蕊

【責任者】企画課課長補佐、
【事務局】企画課

【構成員】関係課課長補佐、専門官等

【開催時期】年7回程度

蕊燕繍蕊
謡

零武嘩萢､暇栗騨癖…

【責任者】事務管理第一課課長補佐

【事務局】企画課、事務管理第一課

【構成員】関係課課長補佐、専門官等

【開催時期】月1回 、

【責任者】企画課課長補佐

【事務局】企画課、課税総括課

【構成員】関係課専門官等

【開催時期】毎週月曜日

鶴議蕊溌識溌
|テｰﾀ分析ﾁｰﾑI
……！
|テｰﾀ分析ﾁｰﾑ高度分析ｦﾆﾆﾑ’
…
|テｰﾀ分析ﾁｰﾑ｜『

ノ1

※ PT、部会及びWGの出席者については、議題に応じて責任者と協議する。



中長期的課題検討PTの開催状況（平成30事務年度）

議蕊蕊蕊蕊蕊 溌蕊蕊蕊慧蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊議蕊蕊蕊鍵蕊溌

野、浅草、小石川、本郷、本所、向島）を検討

権管理事務のうち、溥書の移動を要しない事務を集約

受けて、 8月末にヒアリングを実施

令和元事務年度から4署拡大（東京上野、浅草、小石川、本郷）を決定

騨

馳

姓

鈍

い

典

蚊

い

牌

鯉
…

東京上野センター①
②
③
一
①
②

＞令和元事務年度から6署拡大（東京上

②甲府センター
平成30年8月22日

＞令和元事務年度から山梨県下4署の信

③データ活用

＞関係各課からデータ活用案件の提出をシシシ
一
シ
シ

§鶴灘鍵鶏

東京上野センター

KSKシステムの改修状況を踏まえ、騨蕊
謹鍵

第 令和3事務年度に新たに設置するセンター

繍
平成30年11月13日 ｜ ＞千葉西センター（千葉西・千葉東)、武蔵府中センター（武蔵府中・日野)、横浜南センター（横浜南・横浜中）

｜ ※千葉西センターには、臨時的にインボイスセンターを設置（消費税課）
ｌ
ｍ
Ｃ
ｌ

③データ活用

＞これまでの取組状況及びデータ活用推進第一次中期計画を説明

①センター化（庁試行）

＞職員伝達及び長官談話の内容を説明

②東京上野センター

＞令和元事務年度から法人課税事務を拡大

③データ活用

＞ これまでの取組状況及び庁指示（データ活用の推進について）を説明

灘

蕊
鍾 平成31年3月13日
奪鐵

鱗
①東京上野センター

＞令和2事務年度から6署拡大（東京上野、浅草、小石川、本郷、本所、向島）を検討

②甲府センター

＞令和2事務年度から対象事務拡大（フルスペック）を検討

③課税部コールセンター

> GSセンターと課税部コールセンターの－体運営の方向性を検討

④データ活用

＞ これまでの取組状況及び活用事例を説明

学 子唖 ・閑

ミ 令和元年5月22日｡

…

蕊常騨鐵

蕊識驚議



GSセンター化に向けたロードマツプ(令和元年6月現在版）

I § || 自職謙宴計 ’ |
令和2事務年度
｢M(2020年昨；

庁試行開始
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I: (6署〕約840㎡
'〔4署〕約840㎡ ．/’ （東京上野･浅草･小石川
(東京上野･浅草･少石川･本郷)／ ・本郷.本所｡向島） Ⅷ

GSセンター

50㎡・／ 〔2署〕約500㎡
(法人コールのみ6署）

く確保済＞

東京上野
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九段地方合同庁舎

（約1 ‘400㎡）

税務署事務処理センター 。

【荻窪署】． 〔全署〕約300㎡

税務署事務処理センタ

【荻窪署】． 〔全署〕約 四谷署移転後跡地

（約1,100nf)

！※書面提出件数等の
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、 、議溌& 一繍我務署事務処理センター
鱗

資料センター 。，
－岳

【千葉西署】【単独庁舎(練馬東署管内)】〔全署〕約1,050㎡

情報センター

【千葉西署】 〔全署〕約150㎡

資料センター

ｌ
ｌ
１
１
１
／
Ｉ
ｊ

」

ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
、【壬茎 約900㎡…

L

徹漂成29事務年度:
I" 1 :蕊即17鍵&、; !;&： 燕蕊蕊謙溌11i

．
‐
》
鐸
可
李
『
一

度

韮

蟇

》

年
ｘ
務
年
事
旧
元
加
和
Ｉ

《
弧
一
議
↑

Ｆ

・

正

圭

一

作

‐

三

軒

一

垂

一

一

､ 令和3事矛
! ;職獄I<2021f譲議簿議 令和4事務年度告令和事務年度:鳶蕊『 (2022年繕2025年)蕊"か§

抄

ｆ

鐸

＄

』

》

や
〕
‐
Ⅱ
一
諭
唖
‐
砧

一
度
蕊

年

蕊

、

務

年

事

泌

鴫

ｇ

Ｏ

一

２
・

和

穀

令

ゞ

笈

一

一

渥

呵

ｆ

》

》

》

東

京

都

区

内

税務署事務処理ｾﾝﾀｰ ,､、税務署事務処理ｾﾝﾀｰ
【千葉西署】 〔千葉県下,4署〕

※情報センターに併設約150㎡ ’ 【武蔵府中署】 〔R1事務年度以降､全署に順次拡大〕

鱸
税務署事務処理センター

【浅草署】 〔千葉県下14署一順次拡大し､R1事務年度中に全署拡大〕約230㎡

露爾識露癖蕊一丁…

処理センター

〔1署(超大規模署)〕約800㎡ …

税務署事務処理センター、、
(債権管理事務） ノ （対象事務拡大予定）

‘【甲府署】 〔4署(甲府,山梨･大月･鰍沢)〕約280㎡
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GSセンター化に向けた検討課題
角…弊嘩笄… 埋口 吐 哩刀別 悪ヱニ ヨー琴 齢 鐸 …

1令和2事務年度の試行

＞ 円滑な試行拡大のため､東京上野センター6署拡大及び甲府センターの対象事務拡大について、早期に職員周知する必要がある。

なお、確定申告期は、大星の申告言等を処理する必要があるため、事務処理フローを含めた検討が必要となる。

2令和3事務年度(GSセンター第1段階）の試行

＞ 令和3事務年度に新たに設置するセンター（千葉西・武蔵府中・横浜南）については、近隣2署を集約する予定であるところ、

平成31年度税制改正（各種書類の添付省略）に伴い、今後、簿書舅の減少が見込まれることから、各センターに2署以上の集約が

可能か検討する必要がある。

＞ 新たに設置するセンター（千葉西・武蔵府中・横浜南）の執務室については、令和2事務年度中の完成を見込んでいたところ、

平成30事務年度末において、完成時期の延期が判明したことから、センター開始時期を再検討する必要がある。

：
驚議
…

Ｔ

三

…！
…溌鱗議灘鱗I

令和3年7月 令和3月11月 ＃令和3月12月以降
③
ｰ

昭月６年
一
帯

西

鴬
》
》

一
癖
鑑

澱
↑》識 千葉西・千葉東

武蔵府中・日野 I 令和3年3月
横浜南・横浜中 I 令和3年6月

令和3年7月 ｜ 令和3年3月 ｜ 令和3年7月 ；
令和3年7月 ｜ 令和3年9月 ｜令和3年10月以降I

※令和3年7月以降、千葉西センターにインボイスセンターを臨時的に設置することとしていたことから、インボイスセンター

の設置場所についても再検討する必要がある。 ‐

3令和8事務年度(GSセンター第2段階）までの拡大スケジュール

＞ 令和8事務年度の全署拡大までは、電子利用率の増加とともに対象署を順次拡大するとしているところ、具体的な拡大スケジュ

ールを検討する必要がある。

なお､84署を集約するためには､約9,500nｲの事務室が必要であると試算しているところ、現在要望中の薑察庁中野庁舎跡地(約

2,700ni)、九段地方合同庁舎（約1,400ni)、四谷署移転後跡地（約1,100ni)が取得可能となった場合においても事務室に不足が
生じることから、民借等を視野に入れた検討が必要となる。

＞ 課税部コールセンターについては、事務系統別の運用開始となるが、データ中心の事務処理へ移行するとともに、事務系統横断

的な繁閑調整を推進し、データ中心の事務処理への移行状況及び取得要望の結果を踏まえ、 GSセンターのより効果的な運営方法

を検討する必要がある。
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I Iこれまでの取組（平成so事務年度5月末） ……

……凸 識鯛 … …函…~硯萢

….澪…？." 蕊
蝉

1鳧篝検討･‘■劣析中の主葱デ室翻活用案件

○実施相当とした案件について、データ分析チームと主管課とで継続して検討を進め、分析

等を実施（データクレンジング・マッチングのみの案件は除く。 ）
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=〉主管課要件に基づき､データ分析チーム主導で分析を進める。
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I
弓原則として、各課主導で分析を進めることとし、データ分析チームは、分

過程における質問等に積極的に対応する。
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=＞主務課要件に基づき、 RPA專担者チームが、 lll頁次作成する。
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I= 1℃ｮこれまでの目又糸目(平成SO事務年度ら月末）
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；2f'¥研修等

(1) ICT研||多（予定含む）

・EXcel (入門、初級） 、E×ceIVBA(入門、初級、中級）

･AccessVBA(初級、中級）

･B|ツール（初級、中級） 、BAツール（入門、初級、中級）

・最新データ活用（概論）

・統計データ分析研修（庁主催） 、総務省統計研||参（本科、基本）

･RPAツール（初級、中級）
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(2) 外部講師による講話

【第1回】 8月8日開催

【第2回】 9月12日開催

【第3回】 10月31日開催

【第4回】 12月4日開催

【第5回】 5月16日開催
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統計学利用の心構え－その必要性と可能性」

犯罪予測のアルゴリズムとその活用について」

データ活用について－オランダ国税・閨税庁の事例」

BIツールTableauの活用について～事例紹介～」

データアナリティクス適用の進め方」
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(3) 分析ツール等のデモンストレーション

局内幹部等を対象として、SPSS、Tableau、

を21回開催

RPAなどのデモンストレーション蕊
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Ⅱ今後の
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(具体的な進め方）
課

鰯….，

ｰ

…軒 千 . ｡…脚 , P 子安

篝
灘
篝

＞ 「データ活用」とは、意識するものではなく、通常事務の中で自然に活用できてい
るような環境にする工夫が必要。
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1燕デ÷夕活用の定言
蕊:

………溺騒鄙…

【目標1】データの可視化により、必要な状況把握を日常的に行うことができる状

況の倉l出（平成31年4～9月の試行を検討）

取組 : BIツール(Tableauなど）を簡易に利用できる環境を構築
②定常的に確認すべき状況などをTableauダッシュボード等を
使ってパソコン画面に表示

効果 ：①表示されたグラフ等を複数の者が見ることにより、新たな気付きが
生まれ、課題に発展する可能性がある。

②データ活用を前提とした仕事の仕方への、全体の意識醸成を推進
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｜ ※課題として把握したものの大半は、BIツールを使い自ら分析を行うが、内容 ｜

によって高度な分析が必要なものは、データ分析チームに分析作業を依頼

| XTabl eauダッシュボードは、データ分析チームの主務課交流者が作成 ’
1-－--.--一一一一一一一．-. ..-------－一一一一-一一＝－－－－－－-一一一一一一－－－－－,一一一一一一一一．､一一一一．‘－－－－－．-．－－－．ー－－．－－－－－－－=-----------－－－－－－－1

課題発見やデータ活用意識、統計スキル等の醸成

①外部講師による講演会の開催

② 「データ活用サイト」を構築し活用

●分析．統計．問題認知力などを対象としたスキルアップビデオを

コンテンツとして「データ活用サイト」上に公開

●データ活用に有益な各種'|胄報を「データ活用l nfo(仮称）」

として「データ活用サイト」上に公開

【目標2】

取組

篝



rⅡ:今後の取組：』(亘体的な進め方） F減
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篝 効果 ：①

②
先進的な民間活用事例などを参考に、課題等の気付きを得る。

分析・統計スキルが向上することに伴い、研修効果のUPが期待で
きる。
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【目標1】高度な分析能力の向上

取組 ：①高度な分析が可能となるシステム環境整備

②データ分析の専門家（民間事業者、大学教授など）の知見を参考と

するため、意見交換等を実施

【目標2】分析課題（案件）の聴取等

取組 ：○各課からの分析要望（課題）害や提出サイクル、ヒアリング、分析
結果回答などの運用面を確立
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【目標】データ分析チーム及び主務課等双方の業務・知識に通じた、両者の橋渡し

役となるコア人材を、段階的・継続的に育成

取組 ：①データ分析チームに主務課交流者を配置し、各種研修及び○JTに

よるスキルアップを図る。

②今年度の実續を踏まえた研修体系の再整備を行うとともに、研修受
講による、データ分析チーム及び主務課等職員のスキルアツプを図

る･

③ 「データ活用サイト」に、スキルアップのための各種コンテンツを構築
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添付書類も含めたe-Taxの普及に向けた取組

【基本的な考え方】

内部事務の効率化、国税情報システムの高度化及びICT・データの一層の活用などの施策を推し進め、課税・徴収事務の高度化を

図るためには、申告･納付手続のデジタル化･ペーパーレス化の実現が不可欠であることから、弓|き続き利用率の向上を図るとともに、

今後のデジタル活用による事務の高度化．効率化効果を最大限得られるよう、添付書類も含めたe-1Exの普及を推進する。

【重点対象者】

1税理士に対する取組(9,400税理士、33万法人）

①関与先法人のe-Tax利用が一部にとどまっている税理士※（代理送信割合85%未満）に対する勧奨

※以下、 「法人税一部利用税理士」という。

今添付書類も含めた全ての書類を送信するよう勧奨。併せて、関与先法人全ての利用を勧奨（以下②、③共通）

②センター化対象署の法人(e-~｢a×未利用）に関与している法人税一部利用税理士に対する勧奨

③大法人の電子申告義務化対象法人(e-TaX未利用）に関与している法人税一部利用税理士に対する勧奨

④法人税一部利用税理士（代理送信割合BS%以上）に対する勧奨

今e-~｢axの利用状況が良い税理士に対して添付書類も含めた全ての書類を送信するよう勧奨

2大法人の電子申告義務化対象法人に対する取組(2,OOO法人）

①設立・増資による新規義務化対象法人に対する利用勧奨

②H30事務年度の勧奨において次回申告からe-1Exを利用すると回答したものの、未利用となっている法人等に対する利用勧奨

3 1D・パスワードの未取得者及び既取得者に対する取組(245万人）

①未取得者及び既取得者に対するダイレクトメールによる取得勧奨又は利用勧奨

②臨場による大規模法人の従業員等に対する取得勧奨又は各種説明会等により来署した納税者に対する取得勧奨

4データ引継ぎ未実施団体等に対する取組(138団体）

・ データ弓|継ぎ未実施団体に対する導入に向けた環境整備の働き掛け・協議及び実施済団体に対する継続実施．本格実施の支援

・ 3カ年で実施団体100%とする

S e-Tax又は光ディスク等による支払調書の提出義務化の対象者に対する取組(7,ZOO義務者)

・ 令和3年1月1日以降の提出義務化基準枚数の弓|下げによる新規義務化対象者に対する利用勧奨
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e-Taxの普及状況における東京局の立ち位置
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s消費税の軽減税率制度実施等への対応
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消費税軽減税率制度実施等への対応

(1) これまでの軽減税率制度の周知。広報の状況

イ説明会開催件数

○

口アンケートの回収枚数

ハ事業者団体に対する協力要請の状況 (令和元年5月末）

一

二税理士会との連携等の状況 (令和元年5月末）

-71-

事業者数

平成28年4月～

平成30年6月

件数 人数

平成30年7月～

平成31年4月

件数 人数

合計

件数 人数

全国

8,519,297

うち食品
取扱事業者

905,115

16，282 505.668 25.829 915,030 39.241 1,355,221

東京

2,160,831

うち食品
取扱事業者

204,475

3.192 105．497 4,585 181．796 7,777 287,293

令和元年5月

件数 人数

542 13，751

平成29事務年度

参加者 回収枚数 回収割合

平成30年7月～平成31年4月

参加者 回収枚数 回収割合

全国 318.730 85．777 26.91％ 915.030 379,707 41.50％

東京 68.619 14．751 21.49％ 181．796
1

73,756 40.57％

令和元年5月

参加者 回収枚数

13．751 5.709

団体数

①

接触済

団体数

②

説明会

開催

団体数

③

説明会

開催

団体割合

④（③/①）

説明会

開催件数

説明会

参加人数

資料配付

団体数

⑤

資料配付

団体割合

⑥（⑤/①）

商工会．

商工会議所
176 176 159 90.3％ 339 9,169 151 85.8％

農業・漁業

協同組合
131 114 50 38.1％ 82 2,792 71 54.2％

生活衛生

同業組合
502 275 71 14.1% 75 2.029 121 24.1%

銀行。

信用金庫
65 60 40 61.5％ 81 3,237 45 69.2％

商店街 115 96 61 53.0％ 94 2.881 67 58.3％

その他

協同組合等
261 141 38 14.6% 34 421 71 27.2％

署独自

開拓団体
634 562 229 36. 1% 308 15．403 328 51.7%

合計 1．884 1．424 648 34.4％ 1．013 35.932 854 45.3％

平成29事務年度

件数 人数

平成30年7月～

令和元年5月

件数 人数

合計

件数 人数

税理士を対象とした説明会

[軍章~~－－~－~－
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(2) 令和元事務年度における軽減税率制度の周知・広報

イ地方紙等を活用した事業者向け広報

ロ局。署職員向けの研修の実施

ハ税理士関与のない飲食料品取扱事業者（法人)，に対する局主催説明会の開催

令和2年2月～3月に開催予定

（参考）平成30事務年度の開催状況

《実施期間： 2月末～3月中旬、実施件数：全22件》

(3) 適格請求書発行事業者の登録申請に係る集中処理体制の構築

・ 令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が開始（提出期限は

令和5年3月31日)。

※登録申請の周知・広報は、令和2年10月頃(受付開始の1年前）から実施する予定。

・ 東京局における登録申請書の提出見込件数は約200万件。

・ 令和3事務年度に集中処理体制（職員4名、非常勤職員74名）を千葉西署の敷地内に

新設されるGSセンターの建物内に設置。

－72－

媒
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ノ 更 実施時期 備 考

新聞記事下広告

(半5段・4日）
4月中旬～9月中旬

神奈川新聞・千葉日報．

山梨日日新聞

ラジオ広告（20秒）

(1日3回）
5月、 8月～9月

TBSラジオ・TOKYOFM

J-WAVE

駅のデジタルサイネージ 8月～9月 JR･東京メトロの駅内

対象者 内 容

消費税課主催研修

(7月22日、 23日）

署 ﾆコ ア

要員

消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式

の概要･最近の相談事例・申告書の書き方･区分経

理及び特例計算を説明するに当たっての留意事項

LANトレーニング 全職員
軽減税率制度の概要

消費税の適格請求書等保存方式

発送事業者数 返戻数 通知数 参加者数
発送事業者数に対する

参加者数割合

10,172 865 9,307 724 7． 1％



軽減税率制度の実施からインボイス制度の導入までのスケジュール
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4消費税調査の課題
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東京国税局



■ 消費税還付串告件数及び還付税額の推移く署所管分のみ）

〆 、

い､東京局では還付申告・平成26年4月以降消費税率が

件数は1．3倍に､還付税額は2

．全国でも同様の傾向。東京は、

消費税率が5％から8％(1．6倍)に引上げられたのに伴

5倍に増加。 （参考：納付は､申告件数' 01倍、申告税額1. 76倍）

還付申告税額の50%超を占める。、．
、－． ノ

－1
）（ 東京局における消費税還付申告件数及び還付税額の推移
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:"還付申告法人に対する接触状況及び還付保留未解除状況(東京局分）
靹韓く－，勺,－韓閨…………….､司寸,､袴,、勺勺為ﾜTi…ー 謡群…略解…誇謂謂裾｡詫唱…調詩一壺一目…語弼需

■1息

〆

還付申告のうち、新規還付の法人は､全体の約5割を占める。■

;■
｛ 還付申告法人に対する接触状況(各年6月末現在） I I 還付申告法人に対する還付保留未解除状況 ；
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来事務年度以降の対応方針
:蕊灘溌蕊蕊蕊

、
消費税率引上げにより､’
二組織を上げた危機感の醸成が急務

税収に占める消費税の重要性と納税者の公平感を踏まえて､執行の適正性がますます求められる。

→｜
ノ

■

日

危機意識の醸成 トー
○会議や研修等で具体的な

○

I組織的#火事的対応、 、

貯凸中評諦や唾 謀 . 口㎡浮謡 輔弼器 ､ P,ざ中部ロ副 屯孟 ▲L…辮評咋需沖Ⅸ…幸

○
○
○
○
○

○
○

|の収集分析､対応策の検討－
ｍ
函
Ｉ

蚤 〆

ト資源投入の優先順位の見直じ
群,…罐

ノL

○
○ ）

A =■ 猟蝿鐸F呈砕茸…一

I
劔塵蝿誕惑fjF!惑懸…局が積極的に事案へ関与。必要な調査日数の追加投入を

指示し､調査件数を柔軟に見直し

、

○
○
○
○
○
○

ゴ

I
§ゞ手続1基準等の見直じ ！

、

○
■

○
○ ｢消費税還付保留解除チェック表｣を見直し ｜

ノ、趾



シェアリングエコノミー等新分野の経
5

済活動の適正課税の確保に向けた取組

4
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L三エアﾘﾝグｴｺﾉﾐｰ等新分野の経済活動の適正課税の確保に向けた取組の概要
、

新分野の経済活動･取引例

塵聯鐡
〆

綴鶴蕊
ｼｪｱﾘﾝゲビジネス･サービス

⑥
帥

(主な特徴･傾向）

①広域的･国際的取引が容易

②足が速い

③取弓|の実態が分かりにくい

④申告手続等に馴染みのない方の参入が容易
デジタルコンテンツ ﾈｯﾄ通販･ﾈｯﾄオークション 暗号資産（仮想通貨） ﾈｯﾄ広告（ｱﾌｨﾘｴｲﾄ等）

■
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｢ ﾛジｪｸﾄﾁｰﾑの設置
＃
…■
全国税局･事務所に設置

関係部署の職員で構成 j
r雲：自発的な適正申告の履行を
鷺、ヅﾉｱ呼びかける必要のある納税者

夢F」

(掲載内容の例) h

確定申告等の税務手続

取引に関する課税上の取扱い

ｌ
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蝿
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ﾖ f

塾

ブﾗツﾄﾌｵｰﾏｰ等からの証拠収集･事実認定

画1℃霊|騨讓 華常伽關
取引の有無･内容を確認（お尋ね）
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鶴
（取組例）

･業界団体から会員各社（仲介事

業者沁へ呼びかけ

･仲介事業者から利用者へ呼びかけ
錘 鞠

:琴率塞今ﾖ
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I シェアリングｴｺﾉﾐｰ等新分野の経済活動の種類及び取組状況

’経済活動の種類 主なブﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等鐸） 主な決済手段豊溌:學: 1
J ､

ロ 叫里 I

金融機関

決済代行

電子マネー

プリマ､オークション、レンタル

サービス､ﾈｯﾄショップ
シェア×モノ

1 1

ロ I

I

民泊､農地シェア､駐車場

シェア､会議室シェア
シェア×空間

シェアリング

T1ノミー

カーシェア､サイクルシェア、

ﾗイドシェア

１
，
句
Ｉ

シェア×移動

I

家事代行､介護､育児、

知識､料理

金融機関

決済代行
シェア×スキル

金融機関

仮想通貨
暗号資産（仮想通貨）取引

ﾈｯﾄ広告関連 金融機関

－ 1壬LL 弘 榊時 ’把ごイJも埋唾。」ILL

金融機関

決済代行
デジタルコンテンツ配ｲ三

雷

』


